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市
税
の
納
税
・
保
険
料
の
納
入
は
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
・

自
動
払
込
が
お
勧
め
で
す
！

　

平
成

 21
年
度
は
、
市
税
等
の
徴
収
強
化

対
策
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

行
い
ま
す
。

◎
県
税
事
務
所
特
別
滞
納
整
理
室
職

員
の
派
遣
受
入
れ

　

大
分
県
税
事
務
所
の
特
別
滞
納
整
理

室
か
ら
徴
収
職
員
が
派
遣
さ
れ
、
徴
収
お

よ
び
滞
納
処
分
を
強
化
し
ま
す
。

◎
県
税
事
務
所
特
別
滞
納
整
理
室
へ

の
引
継
ぎ

　

滞
納
額
が
高
額
ま
た
は
徴
収
が
困
難

な
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
大
分
県
税
事
務

所
の
特
別
滞
納
整
理
室
へ
徴
収
お
よ
び

滞
納
処
分
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

　

引
き
継
ぎ
後
は
、
特
別
滞
納
整
理
室
が

直
接
徴
収
に
あ
た
り
、
差
押
え
や
公
売
な

ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
右
記
以
外
に
も
、
自
主
財
源
の
確

保
お
よ
び
納
税
者
間
の
負
担
の
公

平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
大
分
県

税
事
務
所
の
特
別
滞
納
整
理
室
の

指
導
助
言
に
よ
り
、
悪
質
滞
納
者

の
滞
納
処
分
を
強
化
し
ま
す
。

※
滞
納
処
分
と
は
、
国
税
徴
収
法
等
に
基

づ
き
財
産
の
差
押
え
な
ど
を
行
う
こ

と
で
す
。

市
税
等
の
滞
納
者
の
財
産
の
差
押
え

や
差
押
え
に
係
る
︵
家
宅
︶
捜
索
、
ま

た
は
差
し
押
さ
え
た
財
産
の
売
却
な

ど
に
つ
い
て
は
、
司
法
︵
裁
判
所
︶
の

許
可
無
く
市
の
判
断
で
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。︵
一
般
私
債
権
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
で
す
。︶

※
差
し
押
さ
え
る
財
産
と
は
、
不
動
産
、

給
料
、
預
貯
金
、
動
産
、
賃
貸
料
、
売

掛
金
、
生
命
保
険
金
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。

※
悪
質
滞
納
者
と
は
、
市
税
等
を
納
付
す

る
能
力
︵
預
貯
金
や
財
産
な
ど
︶
を
有

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
し

な
い
滞
納
者
ま
た
は
納
付
意
思
や
誠

意
の
無
い
滞
納
者
の
こ
と
で
す
。

徴
税
吏
員
に
任
命
さ
れ
た
職
員
が

行
う
差
押
え
や
捜
索
を
妨
害
し
た

場
合
は
、
公
務
執
行
妨
害
で
処
罰
さ

れ
ま
す
。
ま
た
滞
納
処
分
を
行
う
に

あ
た
っ
て
職
員
が
行
う
質
問
や
調

査
に
つ
い
て
も
同
様
の
権
限
が
法

律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

滞
納
は
ル
ー
ル
違
反
で
す
。

納
期
内
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
！

　

市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
長
寿

医
療
制
度
保
険
料
︵
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
︶
の
納
税
・
納
入
は
、
口
座
振
替
・
自

動
払
込
の
ご
利
用
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
﹁
納
税
組
合
﹂
に
加

入
し
て
い
た
皆
様
も
﹁
納
税
組
合
﹂
の
廃

止
に
よ
り
、
４
月
か
ら
は
直
接
金
融
機
関

の
窓
口
ま
た
は
市
役
所
窓
口
︵
出
張
所
を

含
む
︶
で
納
税
・
納
入
し
て
頂
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
口
座
振
替
・
自
動
払
込

の
ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
口
座
振
替
・
自
動
払
込
を
ご
希
望

の
方
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

手
続
は
、
希
望
口
座
の
市
内
各
金
融
機

関
の
窓
口
ま
た
は
市
役
所
税
務
課
窓
口
︵
出

張
所
を
含
む
︶
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
手
続
き
に
必
要
な
も
の

希
望
口
座
の
通
帳
、
届
出
印

◎
長
寿
医
療
制
度
保
険
料
（
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
）
の
口
座
振
替
は
、

新
た
に
依
頼
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
を
口
座

振
替
さ
れ
て
い
た
方
で
、
長
寿
医
療
制
度

︵
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
︶
へ
移
行
後

も
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
新

た
に
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

《
口
座
振
替
依
頼
手
続
き
の
注
意
点
》

※
手
続
き
を
し
た
翌
月
か
ら
口
座
振
替

を
開
始
し
ま
す
。
第
１
期
納
期
限
に
間

に
合
わ
せ
る
に
は
、
４
月
末
ま
で
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
納
入
義
務
者
は
、
国
民
健
康
保
険
税
と

長
寿
医
療
制
度
︵
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
︶・
介
護
保
険
料
と
で
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

国
保
は
世
帯
主
の
方
、
長
寿
医
療
・
介

護
は
加
入
者
が
納
税
義
務
者
と
な
り

ま
す
。

納
入
義
務
者
を
確
認
の
う
え
、
口
座
振

替
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
国
保
税
・
長
寿
医
療
︵
後
期
高
齢
︶・
介

護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
方
は
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
天
引
き

さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　
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82-
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直
通
︶


